
小倉プール 施設概要 

■ 概  要 

所 在 地 〒252-0115 相模原市緑区小倉 1 番地 

電話番号 042-782-1122 

交  通 JR 橋本駅北口からバス「小倉」下車徒歩 3 分 

運営形態 指定管理 

■ 施設内容 

（１） 公園種別等 

ア 管理面積 １４，６００㎡ 

イ 開設年 １９８７年（昭和６２年） 

（２）全体の概要 

施設名称 施 設 種 類 

運動施設 ５０ｍプール・幼児プール・スライダープール（すべて屋外） 

休養施設 ベンチ・スツール・日除けテント・休憩ホール 

便益施設 便所・水飲場・時計・手洗場・駐車場・更衣室・シャワー室 

管理施設 

事務室・スタッフラウンジ・救護室・ゴミ箱・門・柵・倉庫・掲示板・券売

機・標識・受水槽・給排水設備・ろ過循環装置・土壌浄化設備・警報設備・

放送設備・分電盤・浄化槽・脱塩素装置 

（３） 運動施設・駐車場について 

区分 屋外水泳プール スライダー 駐車場 

規模・内容 

５０ｍプール 

50ｍ×20ｍ、8 コース、水深

1.0ｍ～1.2ｍ、アルミ製 

幼児プール 

水面積 328 ㎡（変形） 

水深 0.4ｍ～0.5ｍ、FRP 製 

スライダー 

高さ 7ｍ、長さ 25.5

ｍ、斜度 24 度 

スライダープール 

水面積 86 ㎡（変

形）、水深 0.7ｍ～0.8

ｍ、鋼製 

収容台数９０台 

うち車椅子専用１台 

利用方法 
事前にＷｅｂシステムで予約後、利用日当日に券売機

で入場券を購入の上、利用。 

 

■ 供用期間等 

施設名 供用時間等 休場日等 

プール 
９時００分～１６時３０分 

＜荒天・低温時は閉場＞ 
９/１～６/３０ 

事務室 

駐車場 

８時３０分～１７時００分 

（テニスコート兼用の駐車場は除く） 
９/１～６/３０ 

※指定管理者が必要と認める場合には、休場日や供用時間の変更が可能。ただし、休場日の変更

及び供用時間を短縮する場合には、市の承認が必要。 

 

 

 

 



■ 使用料                    （令和７年８月１日現在） 

区  分 単  位 使用料 

大人 

１回につき 

６５０円 

小人（中学生以下） ３２０円 

６５歳以上の者が利用するとき ３２０円 

身体障害者手帳、知的障害判定者、精神障害者

保健福祉手帳の交付者と介護者が利用するとき 
無料 

※市内の小人又は学齢に達しない者が利用する場合、使用料は無料。 

■ 利用実績 

施設名  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

プール 利用者数 14,806 人 16,815 人 25,500 人 

■ 歳入 

施設名  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

プール 

大人 2,785,500 円 3,263,500 円 4,017,000 円 

小人 2,053,750 円 2,275,250 円 489,280 円 

高齢 66,750 円 77,750 円 118,720 円 

■ 歳出（指定管理者） 

施設名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

小倉プール 22,593,951 円 24,645,600 円 25,636,595 円 

■ 指定管理料 

施設名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

小倉プール 22,507,085 円 21,764,595 円 22,040,000 円 

 

■ 使用料収入の取扱い 

市から指定管理者への使用料相当額の交付はありません。 

（使用料収入はすべて市の収入となります。） 

■ 区域図 

 

施設面積：1.5ｈａ 


